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衆
議
院
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す
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一
、
二
及
び
四
に
つ
い
て

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
（
以
下
「
本
件
事
故
」
と
い
う
。
）
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
東
京

電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
が
平
成
二
十
四
年
七
月
五
日
に
国
会
に
提
出
し
た
報
告
書
（
以
下
「
国
会
事
故

調
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
「
当
委
員
会
は
、
事
故
の
直
接
的
原
因
に
つ
い
て
、
「
安
全
上
重
要
な
機
器
の
地
震

に
よ
る
損
傷
は
な
い
と
は
確
定
的
に
は
言
え
な
い
」
・
・
・
と
の
結
論
に
達
し
た
。
し
か
し
未
解
明
な
部
分
が
残
っ
て
お
り
、

こ
れ
に
つ
い
て
引
き
続
き
第
三
者
に
よ
る
検
証
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
東
京
電
力
福
島

原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
調
査
・
検
証
委
員
会
（
以
下
「
政
府
事
故
調
査
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
同
月
二
十
三
日
に

取
り
ま
と
め
た
最
終
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
「
当
委
員
会
は
、
可
能
な
限
り
の
事
実
の
調
査
・
検
証
を
行
っ
て
き
た
が
、
現
地

調
査
に
お
け
る
困
難
性
や
時
間
的
制
約
等
の
た
め
、
福
島
第
一
原
発
の
主
要
施
設
の
損
傷
が
生
じ
た
箇
所
、
そ
の
程
度
、
時

間
的
経
緯
を
始
め
と
す
る
全
体
的
な
損
傷
状
況
の
詳
細
、
放
射
性
物
質
の
漏
出
経
緯
、
原
子
炉
建
屋
爆
発
の
原
因
等
に
つ
い

て
、
い
ま
だ
に
解
明
で
き
て
い
な
い
点
も
存
在
す
る
。
・
・
・
こ
う
し
た
未
解
明
の
諸
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
包
括
的
か
つ
徹
底
し
た
調
査
・
検
証
を
継
続
す
る
組
織
的
態
勢
を
組
む
べ
き
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
と
し
て

一



は
、
本
件
事
故
の
原
因
の
詳
細
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
証
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
イ
ソ
コ
ン
」
及
び

「
ベ
ン
ト
に
係
る
配
管
」
の
「
地
震
に
よ
る
破
損
・
亀
裂
等
の
可
能
性
」
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
国
会
事
故
調
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
「
平
成
二
十
三
（
二
千
十
一
）
年
三
月
十
一
日
十
四
時
四
十
六

分
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
は
、
東
電
新
福
島
変
電
所
か
ら
福
島
第
一
原
発
に
か
け
て
の
送
変
電
設
備
を
損
傷

さ
せ
、
送
電
を
停
止
さ
せ
た
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
政
府
事
故
調
査
委
員
会
が
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日
に

取
り
ま
と
め
た
中
間
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
「
福
島
第
一
原
発
に
お
け
る
外
部
電
源
設
備
に
は
、
鉄
塔
、
電
線
、
遮
断
器
、
断

路
器
等
が
あ
り
、
地
震
動
に
よ
り
、
鉄
塔
の
倒
壊
、
遮
断
器
及
び
断
路
器
の
部
品
落
下
、
引
込
鉄
構
の
傾
斜
等
の
損
傷
が
生

じ
、
福
島
第
一
原
発
へ
の
給
電
が
停
止
し
た
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
も
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
地
震
動

に
よ
っ
て
、
鉄
塔
の
倒
壊
等
が
生
じ
、
外
部
か
ら
の
電
源
供
給
が
停
止
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
同
地
震
も
本
件
事
故

の
原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
、
本
件
事
故
の
分
析
に
つ
い
て
外
部
有
識
者
を
含
む
検
討
会
を
開

催
し
、
放
射
線
量
等
の
状
況
も
踏
ま
え
つ
つ
、
有
効
な
調
査
方
法
を
十
分
に
検
討
し
、
条
件
が
整
っ
た
段
階
で
必
要
な
調
査

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
を
踏
ま
え
、
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
、
地
震
や
津
波
へ
の
対
策
の

強
化
や
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
の
導
入
等
に
よ
り
、
本
件
事
故
の
よ
う
な
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
規
制
基
準
を
策
定

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
本
件
事
故
の
原
因
に
つ
い
て
、
長
期
に
わ
た
る
原
子
炉
内
の
調
査
も
踏
ま
え

つ
つ
技
術
的
観
点
か
ら
の
分
析
を
継
続
し
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
知
見
を
必
要
に
応
じ
て
規
制
に
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
と

し
て
い
る
。

三


